
 

行政相談活動の功労者を表彰します 
～令和８年度行政相談委員全体会議～ 

令 和 ８ 年 ５ 月 1 5 日 

茨城行政監視行政相談センター 

 

総務省では、行政に関する苦情や意見・要望などを受け付け、国民(相談者)と関係行政機関

の間に立って必要なあっせん等を行い、その解決を促進する「行政相談」業務を行っています。 

茨城行政監視行政相談センターでは、「令和８年度行政相談委員全体会議」を開催し、行政

相談活動で功労のあった行政相談委員（※）を表彰するとともに、今年度の行政相談活動計画

などについて説明を行います。 

※ 行政相談委員とは 

行政相談委員法（昭和 41 年法律第 99 号）に基づき、社会的な信望があり、行政運営の改善につ

いて理解と熱意を有する民間有識者（ボランティア）を総務大臣が委嘱しているものです。 

    全国では約 5,000 人(各市町村に 1 人以上配置)、茨城県内には 124 人(定員)の行政相談委員が

配置されており、国民(地域住民)の皆さまの身近な相談相手として、相談を受け付け、相談者への

助言や関係行政機関への通知などを行っています。 

    行政相談委員は、市役所・町村役場などで定期的に、あるいは地域のイベント等において国民の

皆さまからの相談に応じています。 

 

・日 時 令和８年５月 26 日(火) 午後１時 40 分～ 

・会 場 水戸市民会館(水戸市泉町１－７－１)・大会議室 

・表彰者 別添のとおり 

  

（令和７年度の表彰の様子） 

 

本件照会先 ：行政監視行政相談課 小川 

電話 ：０２９－２２１－３３４７ 

MAIL ：ibara30@soumu.go.jp 

 

  



別添 

 

表彰される行政相談委員一覧 

 
 

１ 令和８年度 関東管区行政評価局長表彰 

萩野谷
は ぎ の や

 悟
さとる

 那珂市 平成 27 年度委嘱 

横島
よこしま

 佐代子
さ よ こ

 筑西市 平成 25 年度委嘱 

青木
あ お き

 充
みつる

 古河市 平成 27 年度委嘱 

※ 行政相談委員のうち、業績が特に顕著で他の模範と認められる者 

 

２ 令和８年度 茨城行政監視行政相談センター所長感謝状 

黒澤
くろさわ

 誠一
せいいち

 日立市 令和５年度委嘱 

澤野
さ わ の

 秀
ひで

典
のり

 常陸太田市 令和５年度委嘱 

関
せき

 勝則
かつのり

 常陸太田市 令和５年度委嘱 

磯辺
い そ べ

 文
ふみ

昭
あき

 北茨城市 令和５年度委嘱 

木村
き む ら

 宇一
う い ち

 下妻市 令和５年度委嘱 

山本
やまもと

 誠
まこと

 下妻市 令和５年度委嘱 

武熊
たけくま

 俊夫
と し お

 石岡市 令和５年度委嘱 

佐藤
さ と う

 吉一
よしかず

 阿見町 令和６年度委嘱 

糸賀
い と が

 淳
あつし

 龍ケ崎市 令和６年度委嘱 

阿部
あ べ

 雅
まさ

江
え

 龍ケ崎市 令和６年度委嘱 

長峰
ながみね

 博
ひろ

美
み

 河内町 令和５年度委嘱 

※ 行政相談委員のうち、業務の遂行に特に尽力した者 

 

３ 令和８年度 公益社団法人全国行政相談委員連合協議会長表彰 

平石
ひらいし

 京子
きょうこ

 水戸市 平成 21 年度委嘱 

小林
こばやし

 れい子
こ

 日立市 平成 21 年度委嘱 

※ 行政相談委員のうち、委員活動に関し功績のあった者 

  



「行政相談」とは 

 総務省の行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている都道府県・

市区町村などの業務に対する苦情、意見・要望などを幅広く受け付け、担当する行政機関とは

異なる立場から、必要に応じて、関係行政機関にあっせんを行い、その解決や実現の促進を図

るとともに、行政の制度・運営の改善に生かす仕組みです(匿名でも相談可・秘密厳守です)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総務省は、各都道府県庁所在地に、管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談

センターを設置し、行政相談を受け付けています。茨城県内には、「茨城行政監視行政相談

センター」(総務省行政相談センター・きくみみ茨城)が設置されています。 

 

 

 

 

「行政相談委員」とは 

 全国の市町村には、総務大臣から委嘱された「行政相談委員」(全国で約 5 千人、茨城県内

には 124 人)が配置され、国民の皆さまの身近な相談相手として活躍しています。 

 行政相談委員は、それぞれの担当市町村において、定例の行政相談所を開設しているほか、

地域のイベント等において、広報活動や特設相談所を開設しています。 

 このほかにも、地域で活動する有識者等を招いての行政相談懇談会の開催や、次代を担う児

童・生徒を対象とした行政相談出前教室の開催などを通じて、国民の皆さまから行政に関する

苦情や要望などをお聴きする活動をしています。  

〒310-0061 ⽔⼾市北⾒町 1-11 ⽔⼾地⽅合同庁舎(２階) 
電話：０５７０−０９０１１０お こ ま り な ら ま る ま る く じ ょ ー ひ ゃ く と う ば ん(全国共通番号）、FAX：029-221-3349  
インターネット：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 

行 政 相 談 の 流 れ  

⾏政相談の 
マスコット 
キクーン 

 



「行政相談委員」の代表的な活動について 

 
(地域住民からの相談受付) 

 
(児童クラブでの行政相談出前教室) 

 
(地元のお祭りでの広報活動) 

 


